
広報 つ！　令和２年７月１日・16日合併号4

問い合わせ　経営支援課　Ｔ236-3355　Ｆ236-3356

●国の「持続化給付金」対象外の事業者に
　「津市事業継続支援金」として 10万円を交付

Policies
by

 Tsu City 売り上げが減少している
事業者の事業継続を支援

　外出自粛等に伴う経済活動の停滞により売り上げが減少している事業者のうち、国の「持
続化給付金」の対象とならない法人や個人事業者に対して、事業継続を支援するために「津
市事業継続支援金」として10万円を上限に交付します。

市内に本社等がある
中小法人等

10万円を上限に支給
津市事業継続支援金の対象

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年１月以降、売り上げが減少した月がある

売り上げが前年同月比で30％以上50％未満

個人事業者は100万円、法人は200万円を上限に支給
国の持続化給付金の対象

売り上げが前年同月比で50％以上

または

12カ月－ ＝×30％以上 50％未満で
減った月の売り上げ

令和元年の
総売り上げ

資本金
10億円未満

従業員
2,000人以下

または

支給額12カ月－ ＝×50％以上
減った月の売り上げ

令和元年の
総売り上げ 支給額

申請方法　津市ホームページ
または津市事業者向け相談
窓口 ( 経営支援課、商業振
興労政課、各総合支所地域振興課 ) にある申
請書に添付書類を添えて、郵送で津市ビジ
ネスサポートセンター (〒514-0131 あのつ台
四丁目６-１ あのつピア１階 )へ

締め切り　来年１月 29 日 ( 金 )　※消印有効0120-835-130(会場コード：2410)
津センターパレス４階 特設会場

市内で在住・事業を行う
個人事業者

ところ

受付専用ダイヤル

持続化給付金申請サポート会場(津会場)持続化給付金申請サポート会場(津会場)

申請方法　中小企業庁ホームページ「持
続化給付金」からオンラインで申請

締め切り　来年１月 15 日 ( 金 )

郵送
申請

要事前
予約

ご自身で申請することが困難な人は…

４月 16 日
全国に

緊急事態宣言

４月 22 日
社会生活を支える

施設以外の市公共施設の
使用休止を発表

４月 22 日
新型コロナウイルス感染症

特別定額給付金等
推進室を設置

４月 30 日
友好都市の中国鎮江市から

送られたマスクを
医療関係機関へ配布

４月 23 日
御殿場・香良洲
海水浴場の

観光駐車場を閉鎖


